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１ 市営住宅使用料（家賃）の算定誤りについて 

［市営住宅課］ 

 

 １ 趣旨 

    令和６年５月１０日に公表した、市営住宅使用料（家賃）の算定誤りについて、

調査結果及び、対応状況等を報告するもの。（障害程度に応じて緩和措置がある家

賃階層において、一部の世帯に算定誤りがあったもの） 

     

２ 調査結果（誤りがあった世帯数及び金額） 

年度 
過大賦課 過少賦課 

世帯数 返金額 世帯数 請求額 

令和６年度 ５ 誤納付前に訂正済 ３ 誤納付前に訂正済 

令和５年度 ３ ６９６，０００円 ２ ４８，３００円 

令和４年度 ３ ２７，７００円 １ ２１，６００円 

令和３年度 ２ １６３，２００円 ２ １６０，８００円 

令和２年度 １ ４００円 ０  

平成３１～２９年度 ０  ０  

平成２８年度 ４ ９０１，２００円 ０  

平成２７年度 ４ ６３５，６００円 ０  

平成２６年度 ２ ２４６，０００円 ０  

合計 
２４ 

実世帯数１４ 
２，６７０，１００円 

８ 

実世帯数５ 
２３０，７００円 

 （１）令和６年度の算定誤り（誤納付前に訂正済） 

・過大賦課 ５世帯 一世帯あたり：６２,４００円～４４６,４００円 

   ・過少賦課 ３世帯 一世帯あたり：２０,４００円～１１２,８００円 

（２）平成２６年度から令和５年度の算定誤り 

  ・過大賦課 １２世帯 一世帯あたり：４００円～９２４,０００円 

・過少賦課  ４世帯 一世帯あたり：１６，８００円～１４４，０００円 

 ※（１）と（２）で重複する世帯があり、実世帯数は表中合計欄のとおり 

 

３ 対応状況（令和５年度以前に誤りのあった世帯） 

・全世帯へ職員が訪問等を行い、お詫びした上で誤りについて説明し、ご理解いた

だいた。 

・過大賦課の１２世帯に対しては順次返金を行っており、また、過少賦課の４世帯

に対しては不足分の請求を行った。 

     

４ 再発防止策 

使用料（算定）マニュアルの作成や、定期的な職員研修により確認手順を改善す

るとともに、複数の職員によるチェック体制の強化を図り、再発防止を徹底する。 
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